
講
座
・
教
室

相　
談

募　
集

暮
ら
し

暮
ら
し

講
座
・
教
室

相　
談

募　
集

暮
ら
し

中
央
図
書
館 

℡
0
2
9
9
‐
92
‐
3
7
4
6

資
料
点
検
に
よ
る
休
館

　
資
料
点
検
の
た
め
、
中
央
図
書
館
は
次

の
期
間
、
臨
時
休
館
し
ま
す
。
貸
し
出
し

中
の
図
書
や
C
D
、
D
V
D
は
開
館
後
の

返
却
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

休
館
期
間
＝
6
月
9
日（
火
）～
19
日（
金
）

こ
ど
も
政
策
課

℡
0
2
9
9
‐
77
‐
7
0
1
1

児
童
手
当
現
況
届

　
現
況
届
の
提
出
は
原
則
不
要
で
す
が
、

次
の
方
は
現
況
届
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
該
当
の
方
に
は
、
6
月
上
旬
に
通
知
を

発
送
し
ま
す
。

⃝�

多
子
加
算
の
対
象
者
で
、
18
～
22
歳
の

学
生
で
な
い
児
童
を
監
護
し
て
い
る

⃝�

支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
な

い
⃝�
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い

る
⃝�

法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、
施
設
な

ど
の
受
給
者

⃝�

そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ

た
提
出
期
限
＝
6
月
30
日（
火
）

※�

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
手
当
を
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

申
・

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

℡
0
2
9
9
‐
77
‐
7
4
9
5

な
つ
ス
タ
！
　

夏
×
あ
そ
び
ス
タ
ジ
ア
ム

日
時
＝
7
月
25
日（
土
）　
午
前
9
時
30
分

～
正
午（
受
付 

午
前
9
時
～
）

場
所
＝
か
み
す
防
災
ア
リ
ー
ナ　

対
象
＝
市
内
在
住
の
未
就
学
児（
年
中
以

上
）と
小
学
生

種
目
＝
茶
～
り
ん
ぐ
体
験
、
パ
ン
く
い
競

争
、
お
菓
子
釣
り
、
紙
ヒ
コ
ー
キ
キ
ャ
ッ

チ
、
ビ
ン
ゴ
だ
！
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
、
パ
ー

フ
ェ
ク
ト
ピ
ッ
チ
ン
グ

定
員
＝
1
6
0
人

※�

子
ど
も
会
会
員
80
人
・
非
会
員
80
人

（
予
定
）

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

費
用
＝
2
0
0
円

※
子
ど
も
会
会
員
と
そ
の
弟
妹
は
無
料

申
込
期
限
＝
7
月
3
日（
金
）

※�

申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

議
事
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
7
2

市
議
会
定
例
会

　
ぜ
ひ
市
議
会
の
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
会
期
日
程
や
傍
聴
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

会
期
日
程
＝
6
月
3
日（
水
）～
17
日（
水
）

総
務
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
2
5

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

2
0
2
5
年
度
の
運
用
状
況

行
政
文
書
の
公
開
請
求
＝
57
件

公
開
12
件
、
一
部
公
開
37
件
、
非
公
開
3

件（
う
ち
不
存
在
1
件
）、
取
下
げ
5
件

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
＝
3
件

全
部
開
示
2
件
、
部
分
開
示
1
件

職
員
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
2
7

神
栖
市
の
職
員
給
与
と
定
員
管
理

の
状
況
を
公
表
し
ま
す

　
地
方
公
務
員
の
給
与
や
定
員
管
理
の
状

況
に
つ
い
て
は
、
住
民
に
そ
の
状
況
を
明

ら
か
に
し
、
住
民
自
治
に
基
づ
く
適
正
化

が
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
神
栖

市
で
は
2
0
2
5
年
度
の
職
員
給
与
と
定

員
管
理
の
状
況
を
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
し
て
い
ま
す
。

長
寿
介
護
課

℡
0
2
9
9
‐
91
‐
1
7
0
0

敬
老
祝
金
の
口
座
登
録

　
9
月
に
敬
老
祝
金
を
支
給
す
る
た
め
、

新
た
に
敬
老
祝
金
の
対
象
と
な
る
方
と
、

今
ま
で
現
金
で
支
給
を
受
け
て
い
た
方
に
、

口
座
登
録
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

※�

今
回
送
付
す
る
も
の
は
、
支
給
決
定
通

知
で
は
あ
り
ま
せ
ん

※�

口
座
変
更
を
ご
希
望
の
方
は
、
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

市
民
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
4
0

コ
ン
ビ
ニ
交
付
休
止

　
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
全

国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
次
の
証

明
書
の
発
行
の
取
り
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん
。

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⃝�

戸
籍
証
明
書
、
戸
籍
附
票

日
時
＝
6
月
3
日（
水
）午
前
6
時
30
分
～

4
日（
木
）午
前
6
時
30
分

申
・

長
寿
介
護
課

℡
0
2
9
9
‐
91
‐
1
7
0
1

家
族
介
護
慰
労
金
の
支
給

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
3
・
4
・
5
の
方

を
常
時
介
護
し
て
い
る
家
族
に
、
慰
労
金

を
支
給
し
ま
す
。

対
象
＝
2
0
2
6
年
6
月
1
日
時
点
で
、

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

⃝�

2
0
2
5
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世
帯

⃝�

高
齢
者
・
介
護
者
と
も
に
市
内
に
1
年

以
上
住
所
を
有
し
て
い
る

⃝�

2
0
2
5
年
6
月
1
日
～
2
0
2
6

年
5
月
31
日
に
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
て
い
な
い（
1
週
間
程
度
の

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
福
祉
用
具
貸
与
、

住
宅
改
修
の
み
の
利
用
は
除
く
）

⃝�

3
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
な
い

⃝�

市
税
な
ど
の
未
納
が
な
い

支
給
額
＝
年
額
10
万
円

申
請
期
限
＝
6
月
26
日（
金
）
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